
                  

青森県農業経営基盤強化資金利子助成事業費補助金交付要綱 

 

 平成 ６年１２月２８日 制定      平成２０年 ３月２５日 改正 

平成１０年 ６月３０日 改正      平成２０年 ４月２４日 改正  

平成１０年 ９月 １日 改正      平成２０年 ６月 ６日 改正 

平成１０年１０月 ２日 改正      平成２０年 ６月２６日 改正 

平成１０年１０月２９日 改正      平成２０年 ７月２５日 改正 

平成１１年 １月 ４日 改正      平成２０年 ９月２９日 改正 

平成１１年 ６月２４日 改正      平成２０年１０月３１日 改正 

平成１３年 ７月２６日 改正      平成２０年１２月２５日 改正 

平成１３年 ８月２１日 改正      平成２１年 ２月 ５日 改正 

平成１４年 ３月 ５日 改正      平成２１年 ４月２７日 改正 

平成１４年 ５月１０日 改正      平成２１年 ６月 ８日 改正 

平成１４年 ８月 ５日 改正      平成２１年 ８月 ５日 改正 

平成１４年１１月１１日 改正      平成２１年１０月２０日 改正 

平成１５年 ３月１０日 改正      平成２１年１２月 ７日 改正 

平成１５年 ３月２５日 改正      平成２１年１２月２４日 改正 

平成１５年 ５月３０日 改正      平成２２年 ３月 ２日 改正 

平成１５年 ７月２９日 改正      平成２２年 ９月 ６日 改正 

平成１５年 ９月 １日 改正      平成２２年１１月 ２日 改正 

平成１５年 ９月２５日 改正      平成２２年１２月２０日 改正 

平成１５年１０月２９日 改正      平成２３年 １月２６日 改正 

平成１５年１２月  ３日 改正      平成２３年 ４月２７日 改正 

平成１５年１２月２６日 改正      平成２３年 ９月２８日 改正 

平成１６年 ３月 １日 改正      平成２３年１１月２１日 改正 

平成１６年 ３月２９日 改正      平成２３年１２月２０日 改正 

平成１６年 ４月２８日 改正      平成２４年 １月２７日 改正 

平成１６年 ８月 ４日 改正      平成２４年 ３月１９日 改正 

平成１６年 ９月２８日 改正      令和 ３年 ９月 ７日 改正 

平成１６年１０月２９日 改正 

平成１６年１２月 ２日 改正 

平成１７年  １月 ５日 改正 

平成１７年  ３月２９日 改正 

平成１７年  ５月１３日 改正 

平成１７年１０月２８日 改正 

   平成１８年 ２月 ６日 改正 

平成１８年 ２月２４日 改正 

平成１８年 ４月２６日 改正 

     平成１８年 ５月２９日 改正 

   平成１８年 ７月２５日 改正 

   平成１８年 ８月２１日 改正 

  平成１９年 ６月２７日 改正 

  平成１９年 ７月２４日 改正 

  平成１９年 ８月２９日 改正 

  平成１９年 ９月２６日 改正 

  平成１９年１２月２５日 改正 



 

（趣旨） 

第１  県は、本県農業の担い手として経営規模の拡大及び経営改善に積極的に取り組み効

率的・安定的な農業経営を目指す認定農業者の育成・確保を図るため、青森県農業経営

基盤強化資金利子助成事業実施要領（平成６年１１月２４日制定。以下「要領」という。）

に基づき市町村が行う利子の助成に要する経費について、毎年度予算の範囲内において、

当該市町村に対し、農業経営基盤強化資金利子助成事業費補助金（以下「補助金」とい

う。）を交付するものとし、その交付については、青森県補助金等の交付に関する規則

（昭和４５年３月青森県規則第１０号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、

この要綱の定めるところによる。 

 

（補助対象経費及び補助金の額） 

第２  補助金の交付の対象となる経費は、要領に基づき対象者が借り入れた対象資金の対

象期間（補助金の交付に係る年度の４月１日が属する年の１月１日から１２月３１日ま

での期間をいう。）における借入平均残高（計算期間中の毎日の最高残高（延滞額を除

く。）の総和をその期間中の日数で除して得た金額をいう。）に別表の利子助成率を乗じ

て得た額以上の額を市町村が当該対象者に対して助成する場合における当該助成に要

する経費とし、補助金の額は、当該助成に要する経費の２分の１に相当する額又は当該

借入平均残高に同表の利子助成率を乗じて得た額の２分の１に相当する額のいずれか

低い額以内の額とする。 

 

（申請書等） 

第３  規則第３条第１項の申請書は、第１号様式によるものとする。 

２  規則第３条第２項及び第３項の規定により前項の申請書に添付しなければならない

書類は、次のとおりとする。 

  (１)  収支予算書（第２号様式） 

  (２)  市町村の助成金の交付に関する要綱等（当初申請する場合のみ） 

  (３)  その他知事が必要と認める書類 

３  第１項の申請書の提出は、毎年度１月３１日までに行うものとする。 

 

（補助金の交付の条件） 

第４ 次に掲げる事項は、補助金の交付の決定がなされた場合において、規則第５条の規

定により付された条件となるものとする。 

  (１)  補助事業の状況、補助事業の経費の収支その他補助事業に関する事項を明らか

にする書類、帳簿等を備え付け、これらを補助金の交付に係る年度の翌年度から 

１０年間保管しておくこと。 

  (２)  対象者に対して利子の助成を行う場合において、規則及びこの要綱の定め並び

に補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他法令に基づく知事の命

令を履行するために必要な条件を付すこと。 

 

（申請の取下げの期日） 

第５  規則第７条第１項の規定による補助金の交付の申請の取下げの期日は、補助金の交

付の決定の通知を受けた日から起算して１５日を経過した日とする。 

 

（補助金の交付方法） 

第６  補助金は、概算払いにより交付する。 

 



（実績報告） 

第７  規則第１２条の規定による報告は、補助金の交付を受けた場合において、当該交付

を受けた年度の３月３１日までに実績報告書（第３号様式）に次に掲げる書類を添えて

行うものとする。 

  (１)  収支精算書（第４号様式） 

  (２)  その他知事が認める書類 



 
別表（第２関係） 

対 象 資 金  実質金利水準 償 還 期 限 利子助成率 

平成１３年４月３０日以前に融通されたもの 

１．１％  年０．８０％ 
１．３％  年０．７３％ 
１．６％  年０．６３％ 
１．７％  年０．６０％ 
１．８％  年０．５７％ 
１．９％  年０．５３％ 
２．０％  年０．５０％ 
２．５％  年０．３３％ 
３．０％  年０．１７％ 

平成１３年５月１日から平成１３年５月１７日

までの間に融通されたもの 
 

 
年０．３７％  

平成１３年５月１８日から平成１３年７月２日

までの間に融通されたもの 
 

 
年０．３２％  

平成１３年７月３日から平成１３年８月２日

までの間に融通されたもの 
 

 
年０．３５％  

平成１３年８月３日から平成１４年２月７日

までの間に融通されたもの 
 

 
年０．３２％  

平成１４年２月８日から平成１４年４月１日

までの間に融通されたもの 

  
年０．２７％  

平成１４年４月２日から平成１４年７月４日

までの間に融通されたもの  
 
 

 
年０．３０％  

平成１４年７月５日から平成１４年１０月３１日

までの間に融通されたもの 

  
年０．３２％  

平成１４年１１月１日から平成１５年２月１９日

までの間に融通されたもの 

  
年０．３７％  

平成１５年２月２０日から平成１５年３月１８日

までの間に融通されたもの 

  
年０．４０％  

平成１５年３月１９日から平成１５年５月２２日

までの間に融通されたもの 

  
年０．４２％  

平成１５年５月２３日から平成１５年７月１７日

までの間に融通されたもの 

  
年０．４７％  

平成１５年７月１８日から平成１５年８月１９日

までの間に融通されたもの 

  
年０．３７％  

平成１５年８月２０日から平成１５年９月１８日

までの間に融通されたもの 

  
年０．４０％  

平成１５年９月１９日から平成１５年１０月２０日

までの間に融通されたもの 

  
年０．３０％  

平成１５年１０月２１日から平成１５年１１月２０日

までの間に融通されたもの 

  
年０．３２％  

平成１５年１１月２１日から平成１５年１２月１７日

までの間に融通されたもの 

  
年０．３０％  



平成１５年１２月１８日から平成１６年２月１８日

までの間に融通されたもの 

  
年０．３２％  

平成１６年２月１９日から平成１６年３月１７日

までの間に融通されたもの 

  
年０．３５％  

平成１６年３月１８日から平成１６年４月２０日

までの間に融通されたもの 

  
年０．３２％  

平成１６年４月２１日から平成１６年７月２１日

までの間に融通されたもの 

  
年０．３０％  

平成１６年７月２２日から平成１６年９月２０日

までの間に融通されたもの 

  
年０．２５％  

平成１６年９月２１日から平成１６年１０月２０日

までの間に融通されたものもの 

  
年０．３０％  

平成１６年１０月２１日から平成１６年１１月１７日

までの間に融通されたものもの 

  
年０．２７％  

平成１６年１１月１８日から平成１６年１２月１９日

までの間に融通されたものもの 

  
年０．３０％  

平成１６年１２月２０日から平成１７年３月１７日

までの間に融通されたもの 

  
年０．３２％  

平成１７年３月１８日から平成１７年４月１９日

までの間に融通されたもの 

  
年０．３０％  

平成１７年４月２０日から平成１７年１０月１９日

までの間に融通されたもの 

  
年０．３２％  

平成１７年１０月２０日から平成１８年１月２５日

までの間に融通されたもの 

  
年０．３０％  

平成１８年１月２６日から平成１８年２月１９日

までの間に融通されたもの 

  
年０．３２％  

平成１８年２月２０日から平成１８年４月１８日

までの間に融通されたもの 

  
年０．２７％  

平成１８年４月１９日から平成１８年５月２３日

までの間に融通されたもの 

  
年０．２５％  

平成１８年５月２４日から平成１８年７月１９日

までの間に融通されたもの 

  
年０．２７％  

平成１８年７月２０日から平成１８年８月１７日

までの間に融通されたもの 

  
年０．３２％  

平成１８年８月１８日から平成１９年６月１９日

までの間に融通されたもの 

  
年０．２７％  

平成１９年６月２０日から平成１９年７月１８日

までの間に融通されたもの 

  
年０．２５％  

平成１９年７月１９日から平成１９年８月１９日

までの間に融通されたもの 

  
年０．２７％  

平成１９年８月２０日から平成１９年９月１９日

までの間に融通されたもの 

  
年０．２５％  

平成１９年９月２０日から平成１９年１２月１８日

までの間に融通されたもの 

  
年０．２７％  



平成１９年１２月１９日から平成２０年３月１８日

までの間に融通されたもの 

  
年０．３０％  

平成２０年３月１９日から平成２０年４月１７日

までの間に融通されたもの 

  
年０．３２％  

平成２０年４月１８日から平成２０年５月２２日

までの間に融通されたもの 

  
年０．３０% 

平成２０年５月２３日から平成２０年６月１７日

までの間に融通されたもの 

  
年０．２７％  

平成２０年６月１８日から平成２０年７月１７日

までの間に融通されたもの 

  
年０．２５％  

平成２０年７月１８日から平成２０年９月１８日

までの間に融通されたもの 

  
年０．２７% 

平成２０年９月１９日から平成２０年１０月２０日

までの間に融通されたもの 

  
年０．３０% 

平成２０年１０月２１日から平成２０年１２月１７日

までの間に融通されたもの 

  
年０．２７％  

平成２０年１２月１８日から平成２１年１月２５日

までの間に融通されたもの 

  
年０．３０％  

平成２１年１月２６日から平成２１年４月１９日

までの間に融通されたもの 

  
年０．３２% 

平成２１年４月２０日から平成２１年５月２６日

までの間に融通されたもの 

  
年０．３０％  

平成２１年５月２７日から平成２１年７月２０日

までの間に融通されたもの 

  
年０．２７％  

平成２１年７月２１日から平成２１年９月１７日

までの間に融通されたもの 

  
年０．３０% 

平成２１年９月１８日から平成２１年１１月１９日

までの間に融通さたもの  
  

年０．３２％ 

平成２１年１１月２０日から平成２１年１２月１７日

までの間に融通されたもの 
  

年０．３０％ 

平成２１年１２月１８日から平成２２年１月２１日

までの間に融通されたもの 
  

年０．３２％ 

平成２２年１月２２日から平成２２年３月３１日

までの間に融通されたもの 
  

年０．３０％ 

平成２２年４月２３日から平成２２年５月２５日

までの間に融通されたもの 

 ８年以下  年０．１７％  

８年を超え ９年以下  年０．１９％  

９年を超え１０年以下  年０．２１％  

１０年を超え１１年以下  年０．２３％  

１１年を超え１２年以下  年０．２５％  

１２年を超え１３年以下  年０．２７％  

１３年を超え１４年以下  年０．２９％  

１４年を超え１６年以下  年０．３１％  

１６年を超え１７年以下  年０．３３％  

１７年を超え２５年以下  年０．３４％  



平成２２年５月２６日から平成２２年６月１７日

までの間に融通されたもの 

 ８年以下  年０．１５％  
８年を超え９年以下  年０．１７％  

９年を超え１０年以下  年０．１９％  
１０年を超え１１年以下  年０．２１％  
１１年を超え１２年以下  年０．２３％  
１２年を超え１３年以下  年０．２５％  
１３年を超え１４年以下  年０．２７％  
１４年を超え１６年以下  年０．２９％  
１６年を超え１７年以下  年０．３１％  
１７年を超え２５年以下  年０．３２％  

平成２２年６月１８日から平成２２年７月２１日

までの間に融通されたもの 

 ７年以下  年０．１４％  
７年を超え ８年以下  年０．１５％  
８年を超え ９年以下  年０．１７％  
９年を超え１０年以下  年０．１９％  

１０年を超え１１年以下  年０．２１％  
１１年を超え１２年以下  年０．２３％  
１２年を超え１４年以下  年０．２５％  
１４年を超え１５年以下  年０．２７％  
１５年を超え１６年以下  年０．２９％  
１６年を超え１８年以下  年０．３１％  
１８年を超え２５年以下  年０．３２％  

平成２２年７月２２日から平成２２年８月 

１７日までの間に融通されたもの 

 ７年以下  年０．１２％  
７年を超え ８年以下  年０．１３％  
８年を超え ９年以下  年０．１５％  
９年を超え１０年以下  年０．１７％  

１０年を超え１１年以下  年０．１９％  
１１年を超え１２年以下  年０．２１％  
１２年を超え１４年以下  年０．２３％  
１４年を超え１５年以下  年０．２５％  
１５年を超え１７年以下  年０．２７％  
１７年を超え２５年以下  年０．２８％  

平成２２年８月１８日から平成２２年９月 

２０日までの間に融通されたもの 

 ７年以下  年０．１１％  
７年を超え ９年以下  年０．１３％  
９年を超え１０年以下  年０．１５％  

１０年を超え１１年以下  年０．１７％  
１１年を超え１２年以下  年０．１９％  
１２年を超え１４年以下  年０．２１％  
１４年を超え１５年以下  年０．２３％  
１５年を超え１７年以下  年０．２５％  
１７年を超え２５年以下  年０．２６％  

 
 
 
 
 



平成２２年９月２１日から平成２２年１０月

２４日までの間に融通されたもの 

 ７年以下  年０．１１％  
７年を超え ８年以下  年０．１３％  
８年を超え ９年以下  年０．１５％  
９年を超え１０年以下  年０．１７％  

１０年を超え１２年以下  年０．１９％  
１２年を超え１３年以下  年０．２１％  
１３年を超え１４年以下  年０．２３％  
１４年を超え１６年以下  年０．２５％  
１６年を超え１７年以下  年０．２７％  
１７年を超え２５年以下  年０．２８％  

平成２２年１０月２５日から平成２２年１１

月１７日までの間に融通されたもの 

 ８年以下 年０．１０％ 

８年を超え ９年以下 年０．１１％ 

９年を超え１０年以下 年０．１３％ 

１０年を超え１１年以下 年０．１５％ 

１１年を超え１２年以下 年０．１７％ 

１２年を超え１４年以下 年０．１９％ 

１４年を超え１５年以下 年０．２１％ 

１５年を超え１７年以下 年０．２３％ 

１７年を超え２５年以下 年０．２４％ 

平成２２年１１月１８日から平成２２年１２

月１９日までの間に融通されたもの 

 ８年以下 年０．１１％ 

８年を超え ９年以下 年０．１３％ 

９年を超え１０年以下 年０．１５％ 

１０年を超え１２年以下 年０．１７％ 

１２年を超え１３年以下 年０．１９％ 

１３年を超え１４年以下 年０．２１％ 

１４年を超え１６年以下 年０．２３％ 

１６年を超え１７年以下 年０．２５％ 

１７年を超え２５年以下 年０．２６％ 

平成２２年１２月２０日から平成２３年１月

２３日までの間に融通されたもの 

 ７年以下 年０．１４％ 

７年を超え ８年以下 年０．１５％ 

８年を超え ９年以下 年０．１７％ 

９年を超え１０年以下 年０．１９％ 

１０年を超え１１年以下 年０．２１％ 

１１年を超え１３年以下 年０．２３％ 

１３年を超え１４年以下 年０．２５％ 

１４年を超え１５年以下 年０．２７％ 

１５年を超え１７年以下 年０．２９％ 

１７年を超え２５年以下 年０．３０％ 

平成２３年１月２４日から平成２３年２月 

２０日までの間に融通されたもの 

 ８年以下 年０．１５％ 

８年を超え ９年以下 年０．１７％ 

９年を超え１０年以下 年０．１９％ 

１０年を超え１１年以下 年０．２１％ 

１１年を超え１３年以下 年０．２３％ 

１３年を超え１４年以下 年０．２５％ 

１４年を超え１５年以下 年０．２７％ 

１５年を超え１７年以下 年０．２９％ 

１７年を超え２５年以下 年０．３０％ 



 

平成２３年２月２１日から平成２３年３月１７

日までの間に融通されたもの 
 

７年以下 年０．１５％ 

７年を超え ８年以下 年０．１７％ 

８年を超え１０年以下 年０．１９％ 

１０年を超え１１年以下 年０．２１％ 

１１年を超え１２年以下 年０．２３％ 

１２年を超え１３年以下 年０．２５％ 

１３年を超え１５年以下 年０．２７％ 

１５年を超え１６年以下 年０．２９％ 

１６年を超え１８年以下 年０．３１％ 

１８年を超え２５年以下 年０．３２％ 

平成２３年３月１８日から平成２３年４月１９

日までの間に融通されたもの 

 

 

７年以下 年０．１５％ 

７年を超え ８年以下 年０．１７％ 

８年を超え ９年以下 年０．１９％ 

９年を超え１０年以下 年０．２１％ 

１０年を超え１２年以下 年０．２３％ 

１２年を超え１３年以下 年０．２５％ 

１３年を超え１５年以下 年０．２７％ 

１５年を超え１６年以下 年０．２９％ 

１６年を超え１８年以下 年０．３１％ 

１８年を超え２５年以下 年０．３２％ 

平成２３年４月２０日から平成２３年５月２６

日までの間に融通されたもの 

 

 

７年以下 年０．１５％ 

７年を超え ８年以下 年０．１７％ 

８年を超え ９年以下 年０．１９％ 

９年を超え１０年以下 年０．２１％ 

１０年を超え１２年以下 年０．２３％ 

１２年を超え１３年以下 年０．２５％ 

１３年を超え１４年以下 年０．２７％ 

１４年を超え１５年以下 年０．２９％ 

１５年を超え１７年以下 年０．３１％ 

１７年を超え２５年以下 年０．３２％ 

平成２３年５月２７日から平成２３年６月１９

日までの間に融通されたもの 

 

 

７年以下 年０．１３％ 

７年を超え ８年以下 年０．１５％ 

８年を超え１０年以下 年０．１７％ 

１０年を超え１１年以下 年０．１９％ 

１１年を超え１２年以下 年０．２１％ 

１２年を超え１３年以下 年０．２３％ 

１３年を超え１５年以下 年０．２５％ 

１５年を超え１６年以下 年０．２７％ 

１６年を超え１８年以下 年０．２９％ 

１８年を超え２５年以下 年０．３０％ 

 

 

 

 

 

 



 

平成２３年６月２０日から平成２３年７月２０

日までの間に融通されたもの 

 

 

７年以下 年０．１３％ 

７年を超え ９年以下 年０．１５％ 

９年を超え１０年以下 年０．１７％ 

１０年を超え１１年以下 年０．１９％ 

１１年を超え１２年以下 年０．２１％ 

１２年を超え１３年以下 年０．２３％ 

１３年を超え１５年以下 年０．２５％ 

１５年を超え１６年以下 年０．２７％ 

１６年を超え１８年以下 年０．２９％ 

１８年を超え２５年以下 年０．３０％ 

平成２３年７月２１日から平成２３年８月１７

日までの間に融通されたもの 

 

 

７年以下 年０．１４％ 

７年を超え ８年以下 年０．１５％ 

８年を超え ９年以下 年０．１７％ 

９年を超え１０年以下 年０．１９％ 

１０年を超え１１年以下 年０．２１％ 

１１年を超え１３年以下 年０．２３％ 

１３年を超え１４年以下 年０．２５％ 

１４年を超え１６年以下 年０．２７％ 

１６年を超え１７年以下 年０．２９％ 

１７年を超え２５年以下 年０．３０％ 

平成２３年８月１８日から平成２３年９月１９

日までの間に融通されたもの 

 

 

７年以下 年０．１２％ 

７年を超え ８年以下 年０．１３％ 

８年を超え ９年以下 年０．１５％ 

９年を超え１１年以下 年０．１７％ 

１１年を超え１２年以下 年０．１９％ 

１２年を超え１３年以下 年０．２１％ 

１３年を超え１５年以下 年０．２３％ 

１５年を超え１６年以下 年０．２５％ 

１６年を超え１８年以下 年０．２７％ 

１８年を超え２５年以下 年０．２８％ 

平成２３年９月２０日から平成２３年１０月 

１９日までの間に融通されたもの 

 

 

７年以下 年０．１２％ 

７年を超え ８年以下 年０．１３％ 

８年を超え ９年以下 年０．１５％ 

９年を超え１０年以下 年０．１７％ 

１０年を超え１２年以下 年０．１９％ 

１２年を超え１３年以下 年０．２１％ 

１３年を超え１４年以下 年０．２３％ 

１４年を超え１６年以下 年０．２５％ 

１６年を超え１７年以下 年０．２７％ 

１７年を超え２５年以下 年０．２８％ 

 

 

 

 

 

 

 



 

平成２３年１０月２０日から平成２３年１１月

１７日までの間に融通されたもの 

 

 

７年以下 年０．１１％ 

７年を超え ９年以下 年０．１３％ 

９年を超え１０年以下 年０．１５％ 

１０年を超え１１年以下 年０．１７％ 

１１年を超え１２年以下 年０．１９％ 

１２年を超え１４年以下 年０．２１％ 

１４年を超え１５年以下 年０．２３％ 

１５年を超え１７年以下 年０．２５％ 

１７年を超え２５年以下 年０．２６％ 

平成２３年１１月１８日から平成２３年１２月

１８日までの間に融通されたもの 

 

 

７年以下 年０．１１％ 

７年を超え ８年以下 年０．１３％ 

８年を超え１０年以下 年０．１５％ 

１０年を超え１１年以下 年０．１７％ 

１１年を超え１２年以下 年０．１９％ 

１２年を超え１３年以下 年０．２１％ 

１３年を超え１５年以下 年０．２３％ 

１５年を超え１７年以下 年０．２５％ 

１７年を超え２５年以下 年０．２６％ 

平成２３年１２月１９日から平成２４年１月 

２６日までの間に融通されたもの 

 

 

７年以下 年０．１２％ 

７年を超え ８年以下 年０．１３％ 

８年を超え ９年以下 年０．１５％ 

９年を超え１０年以下 年０．１７％ 

１０年を超え１２年以下 年０．１９％ 

１２年を超え１３年以下 年０．２１％ 

１３年を超え１４年以下 年０．２３％ 

１４年を超え１６年以下 年０．２５％ 

１６年を超え１８年以下 年０．２７％ 

１８年を超え２５年以下 年０．２８％ 

平成２４年１月２７日から平成２４年３月１８

日までの間に融通されたもの 

 

 

７年以下 年０．１１％ 

７年を超え ９年以下 年０．１３％ 

９年を超え１０年以下 年０．１５％ 

１０年を超え１１年以下 年０．１７％ 

１１年を超え１３年以下 年０．１９％ 

１３年を超え１４年以下 年０．２１％ 

１４年を超え１５年以下 年０．２３％ 

１５年を超え１７年以下 年０．２５％ 

１７年を超え２５年以下 年０．２６％ 

平成２４年３月１９日以降に融通されたもの 
 

 

７年以下 年０．１２％ 

７年を超え ９年以下 年０．１３％ 

９年を超え１０年以下 年０．１５％ 

１０年を超え１１年以下 年０．１７％ 

１１年を超え１２年以下 年０．１９％ 

１２年を超え１４年以下 年０．２１％ 

１４年を超え１５年以下 年０．２３％ 

１５年を超え１７年以下 年０．２５％ 

１７年を超え２５年以下 年０．２６％ 

 



（注）「実質金利水準」とは、「農業経営基盤強化資金実施要綱」（平成６年６月２９日付け６農経Ａ

第６６５号農林水産事務次官依命通知）第３の４の（３）に規定する実質金利水準をいう。 


